
２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

医療費情報（医療費のお知らせ）は、以下の手順で閲覧・印刷を行ってください。

１．医療費情報の検索・照会
２．医療費情報の印刷（印刷したものが必要な場合のみ）
３．ご利用にあたっての留意事項

＜医療費情報についてのご留意事項（簡易版）＞

医療費情報は医療機関から健保組合に提出されるレセプト（診療報酬明細書）をもとに
作成しています。
このため、掲載時期等について以下のとおりとなります。
・医療費通知への記載は最短でも診療月の３か月後となります。
・レセプトの到着遅れ等により診療月の4か月後以降の掲載となることもあります。
・医療費通知に掲載されない医療費もあります。

詳細については「３．ご利用にあたっての留意事項」をご参照ください。

１～３の詳細については次ページ以降をご参照ください。
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１. 医療費情報の検索・照会_①

①トップメニューより、「通知情報照会」をクリックします。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

Ａ「通知情報照会」をクリック

B「通知情報照会」をクリック

※Ａ・Ｂどちらをクリックしても同じ画面に移動します。



１. 医療費情報の検索・照会_②

②「医療費照会」をクリックします。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

「医療費照会」をクリック



１. 医療費情報の検索・照会_③

③医療費照会画面が表示されます。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合



１. 医療費情報の検索・照会_④

④診療年月（西暦）または診療年（西暦）を選択します。
次に氏名を選択します。
「検索」ボタンをクリックします。
※各条件が空白、または未選択の場合は、全てのファイルを表示します。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

「検索」をクリック

「診療年月」または
「診療年」を選択し
確認したい時期を指定

「氏名」で
確認したい対象者を指定
※被扶養者のいない方は
表示されません



１. 医療費情報の検索・照会_⑤

⑤医療費照会画面が表示されます
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

表示した医療費情報を印刷する場合は
次ページ以降
「２．医療費情報の印刷（印刷したものが必要な場合のみ）」をご参照ください。



２．医療費情報の印刷（印刷したものが必要な場合のみ）_①

① 表示した医療費情報を印刷する場合は「印刷用画面表示」ボタンをクリック
します。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

「印刷用画面表示」を
クリック



２．医療費情報の印刷（印刷したものが必要な場合のみ）_②

② 医療費情報印刷画面が表示されます。
「印刷する」ボタンをクリックすると、印刷画面が表示されます。
※印刷画面はお使いのブラウザ等により異なります。
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

「印刷する」を
クリック



③印刷時のご留意事項

9

２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

２．医療費情報の印刷（印刷したものが必要な場合のみ）_③

医療費通知明細印刷画面から印刷した「医療費通知明細」は、印刷枚数が
少なくなる（１枚当たり最大の明細数が印刷される）ように通知ごとに
自動補正しています。
このため、表示と異なる位置で改行される場合があります。

改行位置は、以下の条件により変化します。
・健康保険組合の名称の長さ
・利用する用紙の向き（縦／横）
・利用する用紙サイズ（A3,A4,B3,B4)

改行の位置を調整したい場合は用紙の向きやサイズを変更してお試しください。



３. ご利用にあたっての留意事項_①
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

医療費情報はレセプト（診療報酬明細書）をもとに作成しております。
レセプト（診療報酬明細書）は医療機関が健保組合に診療報酬の請求を行うために提出する
ものですが、以下の流れで健保組合に届き、医療費情報に掲載されることとなります。
１．医療機関が診療月の翌月に１か月分の医療費を取りまとめ審査機関（※）に提出
２．審査機関にて内容審査後、健保組合に送付（診療月の翌々月）
３．健保組合で内容を確認し、確定したデータを医療費情報に掲載（診療月の３か月後）

※審査機関＝社会保険診療報酬支払基金

このため、医療費情報として通知されるのは原則として診療月の3か月後となります。

なお、上記はレセプトの到着遅れ等がなかった場合のものです。
レセプトの健保組合への到着が遅れた場合等は医療費情報への反映が遅れます。
レセプトの到着遅れの主な原因は以下のものです。
１．公費情報の確認等、医療機関側の事情により医療機関から審査機関へのレセプト提出が

遅れた場合
２．審査機関での審査に時間がかかった、医療機関への確認事項があったなどの理由で

審査機関から健保組合へのレセプト送付が遅れた場合
３．レセプトの記載内容に誤りがあり、健保組合から医療機関にレセプトの返戻を行った場合

（例：自己負担割合の誤り・保険者番号の誤りなど）

①医療費情報作成の仕組みについて



３. ご利用にあたっての留意事項_②③
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２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合

②医療費情報に掲載されない医療費について

医療費情報は保険医療機関から健保組合に提出されるレセプト（診療報酬明細書）を
もとに作成されます。

このため、以下の場合は医療費情報に記載されません。
・保険医療機関以外で治療を受けた場合
（国外滞在時に現地の医療機関で治療を受けた、など）

・保険適用外（自費診療）の治療を受けた場合
・治療を受けた月から3か月経過していない場合
※通常、医療費通知への掲載は治療を受けた月の3か月後となります。

③医療費情報に掲載されない医療機関名等について

・一部の医療機関名は記載されません（厚労省指導による）
・接骨院・整骨院の名称は記載されません



④医療費情報と実際の自己負担金額が異なる場合について

12

４．ご利用にあたっての留意事項_④

医療費情報は医療機関から健保組合に提出されるレセプト（診療報酬明細書）をもとに作成
されますが、レセプトには診療報酬点数のみが記載され、実際の患者の自己負担金額の記載
はなく、診療報酬１点１０円とし、自己負担割合を乗じて自己負担金額を算出しています。
また、審査機関（※）において点数の修正がなされることがあります。
※審査機関：社会保険診療報酬支払基金

このため、主に以下の理由で、実際の支払金額との差異が生じます。
・医療機関では１０円未満を端数処理（四捨五入等）した金額を支払っている
・公費負担や自治体の医療費助成がある場合、窓口での支払金額は軽減されている
（医療費通知には軽減を受ける前の自己負担額が記載されます。
ただし公費等の内容により軽減を反映した金額の記載となることもあります。）

・患者側の事情により医療機関への支払期限の延長、分割払い等を行っている
・審査機関において点数の修正があったが、医療機関では修正前の点数に基づき自己負担分
を支払っており、その後修正に伴う精算をしていない

２．医療費情報（医療費のお知らせ）を照会する場合
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